
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№１４０ 
２０１５／３／２６ 

江戸川区土木部 

区 画 整 理 課 

 

連絡先：沿川整備第一係 

         ℡5243‐7160 

北小岩一丁目東部地区 

第２２回まちづくり懇談会を開催しました 
 日頃より区政にご理解、ご協力いただき、誠に 

ありがとうございます。 

平成2７年３月１６日(月)に小岩アーバンプラザ 

で、第2２回まちづくり懇談会を開催しました。 

お忙しい中お越しいただき、ありがとうござい 

ました。 

今号のまちづくりニュースは、懇談会で説明した 

内容の一部や、質疑応答について掲載します。 

将来のまちづくりのルール(地区計画)は、今後、区から提案させていただく計画案について、権利者の

皆様方と一緒に話し合いながら、 

原案を作成してまいります。 

その後、都市計画法で定められて 

いる説明会や公告・縦覧を行い、区 

の都市計画審議会で案を審議して、 

都市計画決定という流れになります。 

『将来のまちづくりのルール』の今後の手続きについて 

懇談会の中でいただいた質問を紹介します 

 第２２回まちづくり懇談会でいただいた主な質問を紹介します。 

Q１ 盛土造成をする場合、インターネット上では、一般的に３～５年程度そのまま置くと記載されて 

  いました。北小岩一丁目東部地区は、１年足らずしか置かないが大丈夫でしょうか？ 

A１ (区)国では、盛土工事にあたり、３階建て住宅相当の荷重分をあらかじめ２ｍ程度余盛りする 

ことで、現地盤の沈下を促進させています。沈下測定を行いながら沈下の収束の状況を判断した 

上で区に引き継がれ、区が、上面整備の工事を行います。 

また区では、盛土工事に対する不安を少しでも解消するため、画地ごとに第三者機関による地盤 

調査の実施について検討してまいります。                 裏面へ続きます。 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年３月２０日現在、地区内で約４．５ｍの盛土を行っており、最大で６．０ｃｍの沈下を

確認しています。（下記案内図のＴ１～Ｔ１４が観測地点です。） 

詳細については、№１３８まちづくりニュースでお伝えした、インフォメーションコーナーに 

掲示してあります。 
 
 
地点名 盛土厚（m） 現況沈下量（cm） 

Ｔ１ 0.3 1.4 

Ｔ４ 0.0 0.5 

Ｔ７ 4.4 3.6 

Ｔ８ 4.5 6.0 

Ｔ９ 3.0 5.5 

Ｔ１０ 1.3 2.5 

Ｔ１１ 4.5 3.4 

Ｔ１２ 4.2 5.8 

Ｔ１３ 4.4 3.4 

Ｔ１４ 2.8 3.2 

※Ｔ２、Ｔ３、Ｔ５、Ｔ６は１期工事の対象外のため、 
未計測です。 
【お詫びと訂正】まちづくりニュースNo.138号でのT10の盛土厚の表示に誤記がありました。 

訂正と合わせてお詫びいたします。   誤：3.0m → 正：1.3m 

現場見学会を開催しました 
平成２７年３月１４日（土）に北小岩一丁目東部地区内で第２回現場見学会を開催しました。 

お忙しい中、お越しいただきありがとうございました。 

＜お問い合わせ先＞ご意見・ご質問はこちらまで  

区画整理課
く か く せ い り か

沿
えん

川
せん

整備
せいび

第一係
だいいちがかり

  

篠崎地区まちづくり事務所(北小岩一丁目東部地区担当)  ℡ ５２４３-７１６０ 
※電話での問い合わせは平日午前8時30分から午後5時までの間にお願いします。 

【URL】http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html 

まちづくり事務所 

観測地点案内図 

千
葉
街
道 

ＪＲ総武本線 

至小岩駅 
至市川駅 

Ｔ１３ 

Ｔ３ 

Ｔ６ 

Ｔ１ 

Ｔ４ 

Ｔ７ 

Ｔ１１ Ｔ１２ 

Ｔ１０ 

Ｔ１４ 

Ｔ５ 

Ｔ８ Ｔ９ 

Ｔ２ 

※上記図面は国の平面図を加工したものです。 

沈下観測結果について 

沈下量一覧表（平成27年３月２０日） 

盛土工事中の現場に、参加者の皆様をご案内しました。 施工手順や品質管理の説明を、お聞きいただ 

いた後、重機による土砂の敷均し状況をご覧

いただきました。 

Q２ 平成２８年１２月に仮換地の使用収益を開始すると説明をされているが、平成２９年４月まで 

  （木造住宅の再築期間は４ヶ月間と想定）に家を再築しなければならないのでしょうか？ 

A２ (区)家をいつまでに再築しなければならないという期限はありません。 

   なお、一般的な木造の建物であれば、仮換地の引渡し後、再築期間として１２０日間の仮住居費 

  を補償します。それ以上に再築期間がかかったとしても仮住居費の補償はできません。 
 

※現場見学会でいただいた質問につきましては、次号でお知らせします。   

 

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kankyo/toshikeikaku/machidukurijoho/index.html

